
函館市立地環境調査補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，函館市立地環境調査補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付について，函館市補助金等交付規則（昭和６２年函館市

規則第４３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は,次の号の定めるところによる。 

(1) サテライトオフィス 企業の本拠地から離れた所に設置された 

遠隔勤務をするためのオフィス。 

  (2) ワーケーション ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み

合わせた造語で，観光地やリゾート地など，普段のオフィスとは離

れた場所で休暇を楽しみながらテレワークを行うこと。 

 (3) 市外事業者 所在地が市外の法人であり，かつ，市内に事業所を

有していない事業者。 

(4) ＢＰＯサービス業 総務，経理等の管理業務等を事業所から受託

して集約的に行う業務。 

（目的） 

第３条 補助金は，本社機能の移転や地方の拠点となるサテライトオフ

ィス等の開設を検討する市外事業者が，本市への視察を行う費用の一

部を補助することにより，将来的な市内への立地促進を図り，もって

市内における産業の振興および雇用機会の拡大に寄与することを目

的とする。 

（補助対象者） 

第４条 補助の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，

以下の条件をいずれも満たす市外事業者であって，本市への視察を行

うものとする。 

(1) 市内に，本社機能の移転または地方の拠点となるサテライトオフ

ィ 



ス等の開設を検討していること。 

(2) 前号の規定により，市内で行う予定の事業が，次に掲げる業種（統 

計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準 

である日本標準産業分類における業種をいう。なお，ＢＰＯサービ

ス業については第２条第４号に定める業種をいう。）のいずれかに該

当 

すること。  

ア 製造業 

イ ソフトウェア業 

ウ 情報処理・提供サービス業 

エ インターネット付随サービス業 

オ デザイン業 

カ コールセンター業 

キ ＢＰＯサービス業 

(3) 市内に事業所がないこと。 

(4) 会社設立から 1 年以上経過してい 

ること。 

(5) 調査内容が明確なこと。 

(6) 国，北海道その他の機関から同種の補助金等の交付を受けていな 

いこと。 

(7) 滞在期間中に 1 回以上，市職員のアテンドを伴う視察および本社 

機能の移転または地方の拠点となるサテライトオフィス等の開設 

に関する情報交換を市職員と行うこと。 

 なお，上記要件を満たすことを前提として，滞在中のワーケー 

ション体験も可能とする。 

(8) 納税義務がある都道府県および市区町村において，滞納してい 

ないこと。 

 (9) 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法 

人ではないこと。 

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風 



俗営業者ではないこと。 

 (11) 前各号に掲げる者のほか，補助金を交付することが不適当と市長 

が認める者でないこと。 

（補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業（以下｢補助対象事業｣という。）は，本

社機能の移転や地方の拠点となるサテライトオフィス等の開設を予

定する補助対象者が，本市での拠点開設を検討する目的のために視察

を行う事業とする。 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は，補助対象事業を実施するために必要とするものであって，別表に

掲げる経費（消費税および地方消費税相当額を除いた額とする。）と

する。この場合において，補助金の対象となる従業員等（従業員（申

請者が直接雇用している者に限る)および役員）の人数は同一年度内

に３人までとする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は前条の規定による補助対象経費の実費分とし，上

限額は１人あたり５万円とする。当該額に千円未満の端数を生じたと

きは，これを切り捨てた額とする。 

２ 補助金は，予算の範囲内において交付するものとする。 

（視察計画の認定） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は，事前に第１号様式により

市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類等を添付しなければならない。 

(1) 申請者の概要が確認できる資料（企業概要，パンフレット等） 

(2) その他市長が必要と認める書類等 

３ 市長は，前項の規定による申請があった場合において，視察計画の

認定をしたときは，その旨を第２号様式により申請者に通知するもの

とする。 

（視察計画の変更） 



第９条 視察計画の認定を受けた者が補助対象事業について次のいずれ

かの変更をしようとするときは，あらかじめ市長の承認を受けなけれ

ばならない。 

(1) 視察日程の変更 

 (2) 視察者の人数変更 

 (3) その他補助対象事業に関し重大な影響を与える事項 

２ 前項の規定による変更承認の申請は，第３号様式により行わなけれ

ばならない。 

３ 市長は，交付の変更を承認したときは，その旨を第４号様式により

通知するものとする。 

（認定の辞退) 

第 10 条 視察計画の認定を受けた者は，計画(第８条第１項の規定によ

り認定を受けた計画をいい，第９条第１項の規定による変更の認定が

あったときは，変更後のものをいう。)の中止またはその他の理由に

より第 11 条第 1 項の規定による補助金の交付の申請をしないことと

したときは，認定の辞退について，速やかに第５号様式の届出書によ

り市長に届け出なければならない。 

（補助金交付の申請および実績報告） 

第 11 条 補助金の交付を受けようとする者は，第８条３項による認定書

に基づく補助対象事業完了後 15 日以内または補助金の交付年度の３

月末日のいずれか早い日までに，次に掲げる書類を市長に申請しなけ

ればならない。 

(1) 函館市立地環境調査補助金交付申請書（第６号様式） 

(2) 領収書その他補助対象経費の支払を証する書類の写し 

(3) その他市長が必要と認める書類等 

２ 次条の規定により補助金の交付決定を受けた者が提出した前項の申

請書は，規則第１７条第１項に規定する補助事業等実績報告書とみな

す。 

（補助金の交付決定および額の確定通知） 

第 12 条 市長は，前条の規定による申請があった場合において， 



その内容を審査し，第６号様式を受理してから３０日以内に補助金交

付の適否を第７号様式または第８号様式により申請者に通知するも

のとする。 

（交付決定の取り消し） 

第 13 条 前条により交付決定を受けた者が，偽りその他不正の手段によ

り補助金の交付を受けようとしたときは交付決定を取り消すことが

できる。  

２ 市長は，前項の規定に基づき交付決定を取り消したときは，その旨

を規則共通第 10 号様式により通知するものとする。 

(補助金の交付等) 

第 14 条  市長は第１２条の規定により補助金の額の確定後において

交付するものとする。 

（補則） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。 

 

 

 

  附 則 

この要綱は，令和５年７月１４日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



別表（第６条関係） 

補助対象経費の区分 内容 

交通費 

補助対象者が負担する従業員等の出発地か

ら本市までを往復する交通費のうち，公共交

通機関に係る費用および本市視察中の移動

に係る経費のうち市が必要と認める経費（レ

ンタカーを利用した際の燃料費および駐車

場代は除く。）とする。この場合において，

補助対象者の所在地が北海道外の場合は，同

一都府県内の移動に係る費用は除くものと

する。 

 

宿泊費 

滞在期間中における市内での宿泊費（飲食

費，入湯税および宿泊税が含まれている場合

は当該費用を除く。）とする。 

 

ワークスペース利用料  

テレワークを行うためのコワーキングスペ

ース，シェアオフィス，レンタルオフィス等

の利用料とする。 

この場合において，テレワーク可能な飲食店

でテレワークを行った際の飲食費は除くも

のとする。 

 

※航空機等の公共交通機関＋宿泊のパック利用可 

 


